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神奈川労働局における司法事件処理状況について

～賃金支払義務違反が増加～

神奈川労働局（局長 及川 桂）は、平成２３年の司法事件処理状況（管下

１２労働基準監督署が労働基準法・最低賃金法、労働安全衛生法の被疑事件と

して横浜地方検察庁に送検したもの）の概要を下記のとおり取りまとめた。

                 記

平成２３年の送検件数は４０件であり、平成２２年（４７件）から７件の減

少となった。

事件の内容としては、賃金支払義務違反事件が５件から１２件に倍増したが、

安全衛生措置義務違反事件が２２件から１４件に減少、労災かくし事件につい

ては６件から７件とほぼ横ばいであった。

引き続き神奈川労働局としては、重大・悪質な事案に対して、積極的に送検

手続をとる方針である。






